
青森県保健医療計画の中間見直しについて
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○ 現行の医療計画の期間は平成３０年度（２０１８）から令和５年度（２０２３）までの６年間。

○ 医療法第３０条の６の規定に基づき、在宅医療その他必要な事項について、現行計画の３年目に

当たる令和２年度中に中間見直しを行うこととされている。

○ 中間見直しに当たり、国の「医療計画作成指針（以下「作成指針」という。）」及び「疾病・

事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針（以下「構築指針」という。）」が一部改正さ

れている。（令和２年４月１３日付け厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）（資料２－１のとおり）

○ ５疾病５事業及び在宅医療のうち、在宅医療対策における「在宅医療の整備目標」については、令和２年度に策定する

第８期介護保険事業（支援）計画と整合的なものとする必要がある。

１ 概 要

青森県保健医療計画

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

第７次 医療計画（R2中間見直し）

第７期介護保険事業(支援)計画 第８期介護保険事業(支援)計画 第９期介護保険事業(支援)計画

第８次 医療計画

○ 今回の中間見直しでは、主に「５疾病・５事業及び在宅医療」について、現計画策定後の事情変更等により、計画見直しの
必要な箇所についてのみ追加・変更することとする。

○ 計画の全面改定は行わない。（次ページのとおり）

２ 中間見直しの基本的な考え方
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第１編 総論

第１章 計画の基本的な考え方

第２章 地域医療構想

第３章 本県の医療の概況

第４章 保健医療圏の設定と基準病床数

第２編 各論

第１章 医療連携体制の構築

第１節 がん対策

第２節 脳卒中対策

第３節 心筋梗塞等の心血管疾患対策

第４節 糖尿病対策

第５節 精神疾患対策

第６節 救急医療対策

第７節 災害医療対策

第８節 周産期医療対策

第９節 小児医療対策

第10節 へき地医療対策

第11節 在宅医療対策

第12節 多様な役割分担・連携の推進

第13節 歯科対策

第14節 その他の保健医療対策

１ 感染症対策

２ 結核対策

３ エイズ・性感染症対策

３ 現計画の構成及び見直し項目

【５疾病・５事業及び在宅医療】

各協議会において、次の項目について現計画への反映・見直
しの必要性について検討。

（１）現計画の取組状況・評価

（２）国の構築指針の変更点

（３）現計画策定後の状況変化（法改正等）

（４）在宅医療対策における在宅医療の整備目標の設定【必須】

【感染症対策】

新型コロナウイルス感染症を含む「新興感染症対策」について
は、現在、国の検討会において、医療計画の記載事項として６事
業目に位置づけることやその具体的な記載項目等が議論されてい
ること等を踏まえ、今回、計画の変更は行わず、次期医療計画に
向け協議していく。

【地域医療構想】

構想の期間（令和７年まで）は、基本的に見直ししない。

【保健医療圏、基準病床数】

中間見直しは行わない。
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４ 肝炎対策

５ 難病対策

６ アレルギー疾患対策

７ 高齢化に伴い今後増加が見込まれる疾患等対策

８ 臓器移植及び造血管細胞移植

９ 血液確保対策

第２章 保健・医療・介護・福祉を担う人材の養成確保と資質向上

第１節 医師

第２節 医師以外の保健医療従事者

第３章 信頼される保健医療サービスの構築

第１節 医療安全対策

第２節 健康危機管理体制の構築

第３節 保健・医療・介護・福祉に関する情報共有

第４章 その他健康づくりをはじめとする保健福祉対策と青森県型地域共生社会の実現

第１節 健康づくり運動の推進

第２節 母子保健の推進

第３節 成人・高齢者保健福祉対策

第４節 障害保健福祉対策

第５節 保健・医療・介護・福祉拠点機能の充実・強化

第６節 青森県型地域共生社会の実現

第３編 地域編

（令和２年３月に医療計画の一部として策定）

○ 青森県医師確保計画

○ 青森県外来医療計画

【５疾病・５事業及び在宅医療以外の項目】

計画の中間見直し、現状値の時点修正等は実施せず、
現計画で定める目標及び施策に引き続き取り組む。

３ 現計画の構成及び見直し項目（続き）
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健康福祉政策課

案作成

保健・医療・福祉

包括ケアシステム

推進協議会

【保健・医療・

福祉の連携】

医療審議会

（医療計画変更案の諮問・答申）

医療計画部会

（医療計画変更素案の審議）

医療薬務課

医療計画中間見直し進行管理

各課の案 取りまとめ

がん・生活習慣病対策課

案作成

健康あお

もり21専

門委員会

【健康づくり】

がん対策

推進協議

会

糖尿病

対策

協議会

脳卒中

対策

協議会

心血管

疾患

対策

協議会

精神保健

福祉

審議会

在宅医療

対策

協議会

医療薬務課、

高齢福祉

保険課で

協議して

案を作成

周産期医

療協議会

小児医療

対策

協議会

【医師確保】

医療薬務課

案作成

救急・

災害医療

対策

協議会

地域医療

対策

協議会

地域医療

対策

協議会

障害福祉課、

高齢福祉

保険課で

協議して

案を作成

【５疾病】 【５事業、在宅医療】

○ 中間見直し手続きは、現計画策定時と同様とし、５疾病５事業及び在宅医療に係る各協議会で検討後、取りまとめた計画変
更素案は医療計画部会（県医療審議会の下部組織）での協議を経て、県医療審議会に諮問し、答申を得る。

４ 中間見直しの手続き



令和２年度 保健医療計画 介護保険事業(支援)計画
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●県医療計画部会
⇒医療計画変更素案の協議（資料３－１、資料３－２）
（５疾病・５事業及び在宅医療等）

12月22日

●県医療審議会
⇒医療計画変更案の諮問・答申、公表

 ３月２４日

●医療計画部会委員文書照会
●パブリックコメント、関係機関意見照会

⇒医療計画変更案の決定

 ２月

 １月 ◇第２回在宅医療対策協議会（１月下旬）
・在宅医療の整備目標の設定

●各協議会（５疾病・５事業及び在宅医療）の開催（開催状況６ページ）

●各対策協議会で検討した計画変更素案の取りまとめ（12月上旬まで）

 8月～
12月上旬 【中間見直し】

・現計画の取組状況の評価
・国の構築指針の変更点の確認
・現計画策定後の状況変化

・整備目標及びサービス量の
見込み整合

●市町村介護保険事業計画に係
るヒアリング

●第２回協議会
（計画構成案協議）

●第３回協議会
（計画素案協議）
⇒素案決定

●第４回協議会
（計画成案決定）
⇒計画公表

●議会報告、条例改正

・計画変更素案の検討
（在宅医療の整備目標等を
除く。）

◇第２回精神保健福祉審議会（１月下旬）
・計画変更素案の検討
（認知症、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築等）

５ 中間見直しのスケジュール



６ 各協議会（５疾病・５事業及び在宅医療）の開催状況について
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協議会等 開催日 概要 

１．がん対策推

進協議会 

 

令和２年９月１６日 （１）第三期青森県がん対策推進計画の進捗状について 

（２）令和２年度がん対策に係る重点事業等について 

（３）新型コロナウイルス感染症に対応したがん患者に係る医療提供体制について 

（４）青森県保健医療計画（がん対策部分）の中間見直しについて 

２．脳卒中対策 

協議会 

令和２年１０月１２日 （１）令和元年度青森県脳卒中医療状況調査結果（平成 30年分）について 

（２）青森県保健医療計画（脳卒中対策）の中間評価・中間見直しについて 

３．心血管疾患

対策協議会 

令和２年１２月１０日 （１）青森県保健医療計画（心筋梗塞等の心血管疾患対策）における数値目標の現状値等把握調査結果について 

（２）青森県保健医療計画（心筋梗塞等の心血管疾患対策）の中間評価・中間見直しについて 

４．糖尿病対策 

協議会 

令和２年１０月６日 （１）青森県保健医療計画（糖尿病対策）の中間評価について 

（２）青森県保健医療計画（糖尿病対策）の中間見直しについて 

５．精神保健福

祉審議会 

令和２年１１月２６日 （１）青森県保健医療計画（精神疾患対策）の取組状況について 

（２）青森県保健医療計画（精神疾患対策）の中間見直しについて 

（３）青森県障害福祉サービス実施計画（第６期計画）の策定について 

（４）災害拠点精神科病院の指定について 

令和３年１月 

（開催予定） 

（１）計画素案の検討について（認知症、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築、指標の見直し等） 

６．救急・災害

医療対策協議

会 

令和２年９月８日 （１）青森県保健医療計画（救急・災害医療対策）の取組状況について 

（２）青森県保健医療計画（救急・災害医療対策）の中間見直しについて 

７．周産期医療 

協議会 

 

令和２年１０月２９日 （１）青森県保健医療計画（周産期医療対策）の取組状況について 

（２）青森県保健医療計画の中間見直しについて 

（３）青森県周産期医療システム（周産期医療体制整備計画）の改定について 

（４）新型コロナウイルス感染症への対応について 

８．小児医療対

策協議会 

令和２年１２月７日 （１）青森県保健医療計画（小児医療対策）の取組状況について 

（２）青森県保健医療計画（小児医療対策）の中間見直しについて 

（３）新型コロナウイルス感染症への対応について 

９．地域医療対

策協議会 

令和２年８月１９日 

（書面開催） 

（１）医師法第１６条の１０の規定に基づく専門研修に関する協議について 

（２）専攻医の配置について 

（３）青森県保健医療計画（へき地医療部分）の中間見直しについて 

１０．在宅医療 

対策協議会 

令和２年１０月８日 （１）青森県保健医療計画（在宅医療対策）の取組状況について 

（２）青森県保健医療計画の中間見直しについて 

（３）在宅医療の推進に係る事業について 

令和３年１月 

（開催予定） 

（１）在宅医療の整備目標の設定について 

 


